
 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿  

 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの  

名 称 
医療費返納金及び第三者行為による損害賠償金収納事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが  

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部保険年金課 

個人情報ファイルの  

利 用 目 的 

国民健康保険の無資格者が無効保険証により受診した医

療費の返還金及び第三者行為による交通事故等の医療費

の請求・徴収を行う。 

記 録 項 目 
1 氏名、2 識別番号、3 住所、4 性別、5 生年月日・年齢、6

電話番号、7 職業・職歴、8 資産・収入、9 続柄・親族関

係、10 居住状況、11 健康状態、12 病歴、13 障害 

記 録 範 囲 国民健康保険不当利得者及び国民健康保険被保険者 

個人情報を取り扱う  

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ☑ 有   □ 無    

記録情報の収集方法  本人からの提出書類、保険医療機関等からの診療報酬明細書 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部保険年金課 

（所在地）八王子市元本郷町 3 丁目 24 番 1 号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   □ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿  

 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
結核・精神医療給付金事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部保険年金課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

結核・精神医療給付金受給対象者の認定及び支給申請に

伴う支払いの事務を行う。 

記 録 項 目 

1 氏名、2 識別番号、3 住所、4 性別、5 生年月日・年

齢、6 電話番号、7 課税状況、8 公的扶助、9 口座番号、

10 病歴 

記 録 範 囲 国民健康保険被保険者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部保険年金課 

（所在地）八王子市元本郷町 3 丁目 24 番 1 号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   □ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
国民健康保険資格事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部保険年金課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

出生・死亡・転出等に伴う国民健康保険の加入・喪失

・異動の処理 

記 録 項 目 

1 氏名、２識別番号、３住所、４性別、５生年月日・年

齢、６本籍・国籍、７電話番号・電子メールアドレス、８

職業・職歴、９学業・学歴、10 資産・収入、11 公的扶

助、12 続柄・親族関係、13 婚姻歴、14 家庭状況、15 居住

状況、16 障害、17 社会的差別の原因となる事実等 

記 録 範 囲 国民健康保険被保険者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ☑ 有   □ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
実施機関内 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部保険年金課 

（所在地）八王子市元本郷町三丁目 24 番 1 号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファ
イル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿  
  

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
国民健康保険課税事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部保険年金課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
年度当初、随時、更正決定による国民健康保険税賦課 

記 録 項 目 

1 氏名、２識別番号、３住所、４性別、５生年月日・年齢、６

本籍・国籍、７電話番号・電子メールアドレス、８職業・職

歴、９学業・学歴、10 資産・収入、11 課税・納税状況、12 公

的扶助、13 口座番号、14 続柄・親族関係、15 婚姻歴、16 家庭

状況、17 居住状況、18 健康状態、19 病歴、20 障害 

記 録 範 囲 国民健康保険被保険者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ☑ 有   □ 無    

記録情報の収集方法 
本人からの提出書類、本市住民税システム・情報照会に

よる税照会（他市町村） 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
実施機関内 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部保険年金課 

（所在地）八王子市元本郷町三丁目 24 番 1 号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

  

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
高額療養費支給及び高額療養資金貸付事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部保険年金課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

医療費の自己負担額が一定基準額を超えた額を高額療養

費として支給、又、事前に貸付を行う。 

記 録 項 目 
1 氏名、2 識別番号、3 住所、4 生年月日・年齢、5 電話番

号、6 職業・職歴、7 課税・納税状況、8 公的扶助、9 口座番

号、10 続柄・親族関係、11 家庭状況、12 病歴、13 障害 

記 録 範 囲 国民健康保険被保険者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ☑ 有   □ 無    

記録情報の収集方法 
本人からの提出書類、保険医療機関等からの診療報酬明

細書 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部保険年金課 

（所在地）八王子市元本郷町 3 丁目 24 番 1 号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   □ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
適正受診・服薬推進 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部保険年金課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

健康被害を防止するとともに医療費の適正化を図るこ

とを目的とする。 

記 録 項 目 
1 氏名、2 識別番号、3 住所、4 性別、5 生年月日・年

齢、6 電話番号、7 病歴 

記 録 範 囲 八王子市国民健康保険被保険者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ☑ 有   □ 無    

記録情報の収集方法 
本人からの提出書類、保険医療機関等からの診療報酬

明細書 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部保険年金課 

（所在地）八王子市元本郷町 3 丁目 24 番 1 号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   □ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファ
イル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

 

 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの  

名 称 
入院時食事療養費標準負担額減額認定事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが  

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部保険年金課 

個人情報ファイルの  

利 用 目 的 

市町村税非課税世帯等の入院に伴う食事代の減額認定を

行う。 

記 録 項 目 
1 氏名、2 識別番号、3 住所、4 性別、5 生年月日・年

齢、6 電話番号、7 課税状況、 

記 録 範 囲 国民健康保険被保険者 

個人情報を取り扱う  

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法  本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部保険年金課 

（所在地）八王子市元本郷町 3 丁目 24 番 1 号 

訂正及び利用停止に  

関する他の法令の規定 

による特別の手続等  

 

個人情報ファイルの  

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   □ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿  

 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
任意給付事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部保険年金課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
出産育児一時金及び葬祭費支給事務 

記 録 項 目 

1 氏名、2 識別番号、3 住所、4 性別、5 生年月日・年

齢、6 電話番号、7 職業・職歴、8 口座番号、9 家庭状

況、10 病歴 

記 録 範 囲 国民健康保険被保険者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ☑ 有   □ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類、東京都国民健康保険団体連合会 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部保険年金課 

（所在地）八王子市元本郷町 3 丁目 24 番 1 号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   □ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
国民健康保険療養の給付事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部保険年金課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
診療報酬明細書の管理及び審査支払事務 

記 録 項 目 
1 氏名、2 識別番号、3 住所、4 性別、5 生年月日・年

齢、6 公的扶助、7 健康状態、8 病歴、9 障害 

記 録 範 囲 国民健康保険被保険者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ☑ 有   □ 無    

記録情報の収集方法 実施機関内、保険医療機関等からの診療報酬明細書 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
実施機関内 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部保険年金課 

（所在地）八王子市元本郷町 3 丁目 24 番 1 号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   □ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

  

 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
国民健康保険療養費支給事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部保険年金課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

緊急その他やむを得ない理由等で保険証を提示せず診療

を受けた被保険者の治療費の支払を行う。 

記 録 項 目 

1 氏名、2 識別番号、3 住所、4 性別、5 生年月日・年

齢、6 電話番号、7 口座番号、8 続柄・親族関係、9 健康

状態、10 病歴 

記 録 範 囲 国民健康保険被保険者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ☑ 有   □ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
実施機関内 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部保険年金課 

（所在地）八王子市元本郷町 3 丁目 24 番 1 号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   □ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
国民年金事務（国民年金給付事務） 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部保険年金課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
国民年金給付に関することのために利用 

記 録 項 目 

１氏名、２識別番号、３住所、４性別、５生年月日、６

電話番号、７職業・職歴、８学業・学歴、９収入、１０

課税状況、１１公的扶助、１２口座番号、１３続柄・親

族関係、１４婚姻歴、１５健康状態、１６病歴、１７障

害、１８年金額 

記 録 範 囲 国民年金受給権者等 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ☑ 有   □ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類、日本年金機構からの情報提供 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
日本年金機構 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部保険年金課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目 24 番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   ☑ 有   □ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
国民年金事務（国民年金適用事務） 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部保険年金課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

２０歳到達、厚生年金保険加入・喪失及び任意加入に伴

う国民年金の加入・喪失・異動の処理のために利用 

記 録 項 目 
１氏名、２識別番号、３住所、４性別、５生年月日、６国籍、７

電話番号、８職歴、９学歴、１０口座番号、１１続柄、１２婚姻

歴 

記 録 範 囲 国民年金被保険者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ☑ 有   □ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類、日本年金機構からの情報提供 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
日本年金機構 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部保険年金課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目 24 番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   ☑ 有   □ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿  

  

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
国民年金事務（国民年金免除事務） 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部保険年金課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
国民年金保険料の免除に関することのために利用 

記 録 項 目 

１氏名、２識別番号、３住所、４生年月日、５電話番

号、６職歴、７学歴、８収入、９課税状況、１０公的扶

助、１１続柄、１２婚姻歴、１３障害 

記 録 範 囲 国民年金被保険者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ☑ 有   □ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類、日本年金機構からの情報提供 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
日本年金機構 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部保険年金課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目 24 番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   ☑ 有   □ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

 

第１号様式（第３条関係） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
後期高齢者医療制度に係る給付事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部保険年金課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
給付事務のために利用 

記 録 項 目 
1.氏名、2.住所、3.性別、4.生年月日、5.電話番号、

6.口座番号、7.続柄・親族関係 

記 録 範 囲 申請書を提出した者（H20 年 4 月以降） 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 広域連合管理システム、本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部保険年金課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目 24 番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
後期高齢者医療制度に係る資格事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部保険年金課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
資格事務のために利用 

記 録 項 目 
1.氏名、2.住所、3.性別、4.生年月日、5.世帯構成、

6.収入・課税 

記 録 範 囲 後期高齢者医療被保険者（H20 年 4 月以降） 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 広域連合管理システム 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無        

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部保険年金課 

（所在地）八王子市元本郷町 3 丁目 24 番 1 号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
後期高齢者医療制度に係る賦課事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部保険年金課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
賦課事務のために利用 

記 録 項 目 
1.氏名、2.住所、3.性別、4.生年月日、5.世帯構成、

6.収入・課税 

記 録 範 囲 後期高齢者医療被保険者（H20 年 4 月以降） 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 広域連合管理システム、本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部保険年金課 

（所在地）八王子市元本郷町 3 丁目 24 番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
後期高齢者医療制度に係る点検事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部保険年金課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
点検事務のために利用 

記 録 項 目 1.氏名、2.住所、3.生年月日、4.電話番号 

記 録 範 囲 申請書を提出した者（H20 年 4 月以降） 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部保険年金課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目 24 番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

 

 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
後期高齢者医療制度保険料に係る徴収事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部保険年金課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
徴収事務のために利用 

記 録 項 目 
1.氏名、2.住所、3.性別、4.生年月日、5.電話番号、

6.口座番号、7.資産・収入、8.納付状況 

記 録 範 囲 後期高齢者医療被保険者（H20 年 4 月以降） 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 後期高齢者医療システム 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部保険年金課 

（所在地）八王子市元本郷町 3 丁目 24 番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

 

 
 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
後期高齢者医療制度保険料に係る還付事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部保険年金課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
還付事務のために利用 

記 録 項 目 
1.氏名、2.住所、3.性別、4.生年月日、5.電話番号、

6.口座番号、7.続柄・親族関係、8.納付状況 

記 録 範 囲 申請書を提出した者（H20 年 4 月以降） 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 後期高齢者医療システム、本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部保険年金課 

（所在地）八王子市元本郷町 3 丁目 24 番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  


